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愛媛県大洲警察署協議会会議録 

 

（令和元年度第１回） 

日 

時 

令和元年６月５日（水曜日）午後３時00分～午後５時00分 

出
席
者 

１ 警察署協議会側 

会長以下８人 

２ 警察署側 

署長以下 11人 

 

１ 会長挨拶 

皆様には、大変お忙しい中、警察署協議会に御出席いただきまして、誠にあり

がとうございます。 

管内の交通死亡事故について、一昨年の発生から抑止が続いており、本年４月

に「死亡事故ゼロ 500日」を達成し、現在も更新中であると伺っており、大洲警

察署の皆様の御苦労に対して敬意を表する次第です。 

幹部の皆様は今春の定期異動で署長を始め６人の入替えがあったとのことで、

メンバーが一新されています。本年も山崎署長の下、署員が一致団結して業務に

取り組み、地域の安全安心に向けた諸活動を推進していただきたいと思います。 

本日は、今年の１月から４月までの業務推進結果と５月から９月までの業務計

画について御説明をいただき、あわせて「大洲警察署犯罪抑止対策」について諮

問を受けることとなっています。委員の皆様から積極的な意見・提言をいただき、

大洲警察署の運営に反映されることを期待し、簡単ではございますが私の挨拶と

させていただきます。 

 

２ 署長挨拶 

  警察署長の山崎です。委員の皆様には、平素から大洲警察署の諸活動に深い御

理解と御支援を賜っておりますことに厚く御礼を申し上げます。 

私は、本年２月 18 日付けで大洲署長に着任いたしました。着任後、署員に対

して署を運営する上で私の考え方・取り組み方を示しました。 

一つ目は「プロ意識を持つ」ということ、二つ目は「ベストを尽くす」という

こと、三つ目は「家族を大切にする」ということです。 

以上三点を署員に共有して、明るく元気に、各課の垣根を越えて仕事にまい進
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するよう指示しました。 

警察署協議会というのは、我々警察が委員の皆様を通じて地域住民の意見や要

望をお聞かせいただき、それに誠実に対応しつつ、署の業務運営に反映させると

ころに意義があります。 

本日は１～４月の間の業務報告と５～８月に向けた業務計画をお示しする予

定としており、諮問につきましては、現在当署が取り組んでいる「犯罪抑止対策」

としております。 

委員の皆様には、是非とも忌たんのない御意見や御要望をお聞かせいただきま

して、今後、より地域住民のためとなる警察活動へと結びつけてまいりたいと考

えていますので、よろしくお願いいたします。 

 

３ 業務推進結果報告（平成 31年１月～４月） 

 

４ 業務推進計画（令和元年５月～８月） 

 

５ 業務報告・計画に対する意見 

意見・要望 回答 

○ 高齢ドライバーによる交通事

故が社会問題となり、免許証の自

主返納が増えているという報道

を見ました。大洲署管内では、そ

れらの報道が免許証の自主返納

に影響していると思いますか。 

○ 報道によって、急に返納者が増

えたということはありません。土

地柄、車がなければ生活ができな

い方も少なくありません。免許の

自主返納は、本人の意思が必要な

ことであり、交通安全教室等で

は、いつかは自主返納を検討しな

くてはならない時がくる、重大な

結果を起こしてからでは遅いと

いうことをお伝えするようにし

ています。 

○ 自動車教習所で、ドローン操作

の講習が行われ、知人が参加しま

した。 

  ドローンは、災害時や行方不明

者の捜索への活用が期待できる

一方で、犯罪に利用される危険性

もはらんでいると感じています。 

○ ドローン操作については、あく

まで講習の実施にとどまってお

り、プライバシー保護の観点から

もドローン利用者の完全な把握は

困難です。 

  G20 サミットでは、ドローン対

策に力を入れており、法整備も進
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  ドローン利用者の把握や、ドロ

ーンの活用について警察ではど

のように対応しているのですか。 

 

められています。 

  災害時の活用については、県警

として真剣に検討してまいりま

す。 

○ 安全・安心メールにより、管内

の特殊詐欺や重大事故の発生状

況がタイムリーに分かるように

なりました。ただ、内容が簡素で

周囲の人への広報が難しいとき

があるため、詐欺の手口等を具体

的に発信してはいかがでしょう

か。 

○ 安全・安心メールを受信してい

ただきありがとうございます。事

案の詳細を発信することについて

は、捜査への影響や被害者のプラ

イバシーを考慮して、より役に立

つ情報を発信していけるよう、

個々の事案に応じて対応していき

ます。 

○ 110 番通報は、携帯電話からの

通報でも発信地がわかるのです

か。 

 

○ GPS 機能付きの携帯電話であれ

ば、条件にもよりますが、かなり

詳細な発信地が特定できます。 

110 番通報を躊躇して、警察署

に直接通報される方もいますが、

迅速な現場臨場のためには 110 番

通報が有効です。 

110 番教室も実施していますの

で、いつでも御連絡ください。 

○ 今年発生した特殊詐欺の手口

について教えてください。 

 

○ 今年は３件の特殊詐欺被害を認

知しています。 

  ①平成 31 年１月発生、「個人情

報が漏えいしている。一度、保

有口座の残金をゼロにしなくて

はならない」と言葉巧みに被害

者をだまし、被害者宅を訪問し

てキャッシュカードをだまし取

ったもの。 

  ②平成 30年６月発生、事業所に

対して社債を購入するよう勧

め、現金をだまし取ったもの。 

  ③平成 31 年３月発生、「有料サ

イトの未払料金があり、法的措
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置をとる」旨のメールを見た被

害者が犯人グループに連絡し、

ＷＥＢマネーをだまし取られた

もの。 

○ 水害から１年が経ちます。去年

のような豪雨が今年も発生する

かもしれません。警察にも、ダム

の放流量や降水量などをタイム

リーに把握するとともに、災害時

の対応を今一度確認して、先を見

越した活動をしていただきたい

です。 

 

○ 大規模災害対策は、平成 31年愛

媛県警察運営目標の重点目標の１

つであり、昨年の水害についての

経験を県警全体で防災に活かして

いくために、被災時の状況をはじ

め、情報を整理して対策を講じて

いるところです。 

  また、各機関との連携強化、全

署体制での訓練など平時から災害

対応に注力しています。 

〇 地元で鯉を飼育している河川

があるのですが、そこの鯉が減っ

ており、盗まれているのではない

かと噂になっています。 

  また、子供が犠牲となる事件・

事故が全国で相次いでおり、犯罪

の未然防止、早期検挙のために、

住宅街や通学路のパトロール強

化をお願いします。 

〇 鯉の件については、警戒活動を

強化します。また、不審な人物や

車両を目撃すれば迷わず 110番通

報してください。 

  各交番・駐在所では、見守り活

動を強化しているところです。 

  管内は、スクールバスを運用し

ている地区もあり、青パトや自治

体とも協力しながら地域の実情に

応じたパトロールを行ってまいり

ます。 

 

 

６ 諮問・答申 

諮問 答申 

「大洲警察署犯罪抑止対策」につい

て 

 特殊詐欺は、社会問題化していま

すし、盗難等も身近に起こる犯罪で

す。 

 環境の浄化と鍵かけの励行など

盗難の防止には効果が上がるもの

と思われます。 
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 各種広報活動や警戒活動の強化、

関係機関との連携など、今後も引き

続き、工夫を凝らした効果的な取組

をお願いしたいと思います。 

 当協議会の意見として、今後も効

果的な犯罪抑止策を推進していた

だき、住民の安全・安心の確保に努

めていただきますよう答申したい

と思います。 

 

７ その他 

（1） 次回協議会日程調整 

令和元年度第２回大洲警察署協議会は令和元年９月下旬から 10 月上旬の開催

を予定 

（2） 配布資料 

  ・警察署協議会のしおり 

  ・まもると安心の白書 

  ・Ｇ20大阪サミットの成功に向けて 

  ・平成 30年版警備情勢を顧みて 

   上記資料を配布し、警務調査官が警察署協議会委員の身分について、及びそ

の地位を利用した選挙運動ができないことを説明した。 

 

 

 


